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介護サービス事業者経営情報データベースシステムにおけるGビズIDについて

• 介護サービス事業者経営情報データベースシステム（以下「本システム」という。）の利用にあたっては、

GビズIDの取得が必須です。

• ＧビズＩＤは、１つのID／パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。

• 以下のGビズIDホームページのトップ画面から、「GビズIDプライム」のアカウントを作成してくださ

い。

ＧビズＩＤ | Home (gbiz-id.go.jp) （https://gbiz-id.go.jp/top/）

• 本システムで利用できるGビズIDのアカウント種類は、「GビズIDプライム」と「GビズIDメンバー」です。

（「GビズIDエントリー」はご利用頂けません。）

• 「GビズIDプライム」のアカウントの作成が完了したら、 運用方法等を踏まえて、必要に応じて「Gビズ

IDメンバー」を作成してください。（「GビズIDプライム」と「GビズIDメンバー」の割り振りや運用方法は、

「本システムにおけるGビズIDの運用パターン例」のページを参照し、検討をしてください。）

• なお、GビズIDプライム又はGビズIDメンバーでログイン時には、ＳＭＳ認証コードの受信・本人確認

用のスマートフォンがＧビズＩＤごとに必要となります。

出所）ＧビズＩＤ |  Home (gb iz- id .go . jp) （ht tps : / /gbiz- id .go . jp/top/） （閲覧日：令和６年10月1日）
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本システムにおけるGビズIDの運用パターン例

GビズIDメンバーA

GビズIDメンバーB

GビズIDメンバーC

GビズIDプライム

A事業所

B事業所

GビズIDメンバーA

GビズIDメンバーB

GビズIDプライム

統括部門

各事業所にてデータの届出を実施する場合 各事業所のデータの届出を法人の経理部
門等が統括して、まとめて実施する場合

複数事業所の拠点や都道府県、市町村等の
地域ごとの担当にて、届出を行う場合

GビズIDメンバーA

GビズIDメンバーB

GビズIDメンバーC

GビズIDプライム

拠点➀

地域➀

GビズIDメンバーD

地域➁

Ａ法人の代表者

パターン1 パターン2 パターン4

A事業所の届出担当者①

A事業所の届出担当者②

Ａ法人の届出担当者①

Ａ法人の届出担当者②

Ａ法人の代表者
Ａ法人の代表者

Ａ法人の地域➀担当者

Ａ法人の地域➁担当者

B事業所の届出担当者

Ａ法人の拠点➀担当者

Ａ法人の拠点➁担当者

GビズIDプライム

代表者が届出を実施している場合
パターン3

Ａ法人の代表者兼届出担当者

拠点➁

• 本システムを利用するにあたり、以下のようにＧビズIDを割り振り・運用するパターンが考えられます。

• パターンに応じて、適宜、 GビズIDメンバーを作成して運用してください。
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本システムにおけるGビズIDのアカウントの参照・編集範囲等

ＧビズＩＤには次の3種類のアカウントがあります。本システムにおけるGビズIDのアカウントの届

出データ等の参照・編集範囲等を以下に示します。

GビズIDエントリーGビズIDメンバーGビズIDプライムアカウント種別

※本システムの利用にあたって
は使用しません

• 同一法人内（法人番号が同じ）のGビズIDプライム又
はGビズIDメンバーが作成した届出データ等は、相互に参
照・編集可能です。

参照・編集範囲

• 同一法人内（法人番号が同じ）のGビズIDプライム又
はGビズIDメンバーの本システムにおけるアカウント情報※

は1つとなります。
• 何れのＧビズＩＤでも登録・編集が可能です。

本システムにおけるアカウント
情報設定

GビズIDメンバーCが作成した届出

GビズIDメンバーBが作成した届出

GビズIDプライムAが作成した届出

いずれも
参照・編集可能

GビズIDメンバーB

GビズIDメンバーC

GビズIDプライムA

本システムの届出データ

注意事項

※1つのアカウント情報を共有

本システムにおけるアカウント情報は、同一法人内（法人番号が同じ）のGビズIDプライム又はGビズIDメンバーで１つの設定です。アカウント情報を登録・編集
する際は、他のＧビズＩＤにも影響がありますので法人内の責任者と調整の上で登録・編集を行ってください。

同一法人内

本システムにおける設定

本システムにおけるアカウント情報

※「アカウント情報」とは、本システム内で設定する連絡先や決算月等の情報のことです。

GビズIDプライムD

GビズIDプライムDが作成した届出
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GビズIDプライムの作成は、1）オンライン申請と2）書類郵送の2つの申請方法があります。

GビズIDプライムの作成について （１／４）

１）オンライン申請（最短即日発行） ※法人代表者がマイナンバーカードをお持ちの場合

https://gbiz-id.go.jp/top/apply/prime_online.html

出所）ＧビズＩＤ |  オンライン申請 (gb iz- id .go . jp) （ht tps : / /gbiz- id .go . jp/top/apply/pr ime_on l ine .html） （閲覧日：令和6年10月1日）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。
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GビズIDプライムの作成について （２／４）

１）オンライン申請（最短即日発行） ※法人代表者がマイナンバーカードをお持ちの場合 （続き）

出所）ＧビズＩＤ |  オンライン申請 (gb iz- id .go . jp) （ht tps : / /gbiz- id .go . jp/top/apply/pr ime_on l ine .html） （閲覧日：令和６年10月1日）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。
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GビズIDIDプライムの作成について （３／４）

https://gbiz-id.go.jp/top/apply/prime_sendbypost.html

２）書類郵送申請（発行まで1週間程度） ※法人代表者がマイナンバーカードを持っていない場合

出所）ＧビズＩＤ |  書類郵送申請 (gb iz- id .go . jp)  （ht tps : //gbiz- id .go . jp/top/apply/pr ime_sendbypost .html） （閲覧日：令和６年10月1日）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。
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GビズIDプライムの作成について （４／４）

２）書類郵送申請（発行まで1週間程度） ※法人代表者がマイナンバーカードを持っていない場合 （続き）

出所）ＧビズＩＤ |  書類郵送申請 (gb iz- id .go . jp)  （ht tps : //gbiz- id .go . jp/top/apply/pr ime_sendbypost .html） （閲覧日：令和６年10月1日）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。
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GビスIDメンバーのアカウントは、GビズIDプライム（組織代表者のアカウント）が作成します。（書類

審査は不要です。）

GビズIDメンバーの作成について （1／4）

出所）ＧビズＩＤ |  ご利用ガイド (gb iz- id .go . jp) ht tps : //gbiz- id .go . jp/ top/manua l/manua l .html （閲覧日：令和６年10月1日）

QuickManua l _Member .pdf  (gb iz- id .go . jp) ht tps : / /gbiz- id .go . jp/ top/manua l/pdf/QuickManua l _Member .pdf （閲覧日：令和６年10月1日）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。
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GビズID メンバーの新規作成の詳細手順は、「ＧビズＩＤ クイックマニュアルGビズIDメンバー編

ver3 2024年8月」 https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Member.pdf

の「２．GビズIDメンバーを新規作成する 書類審査：不要」の1から10を実施してください。

GビズIDメンバーの作成について （2／4）

出所）ＧビズＩＤ |  ご利用ガイド (gb iz- id .go . jp) ht tps : //gbiz- id .go . jp/ top/manua l/manua l .html （閲覧日：令和６年10月1日）

QuickManua l _Member .pdf  (gb iz- id .go . jp) ht tps : / /gbiz- id .go . jp/ top/manua l/pdf/QuickManua l _Member .pdf （閲覧日：令和６年10月1日）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。
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「２．GビズIDメンバーを新規作成する 書類審査：不要」を実施後に、「３．GビズIDメンバーの利用

できるサービスを選択する」の１から6を実施してください。

なお、GビズIDメンバーの利用できるサービスは「介護サービス情報公表システム＿介護サービス事業

者経営情報データベースシステム」を選択してください。2024年12月26日（木）以降に選択可能です。

GビズIDメンバーの作成について （３／4）

出所）ＧビズＩＤ |  ご利用ガイド (gb iz- id .go . jp) ht tps : //gbiz- id .go . jp/ top/manua l/manua l .html （閲覧日：令和６年10月1日）

QuickManua l _Member .pdf  (gb iz- id .go . jp) ht tps : / /gbiz- id .go . jp/ top/manua l/pdf/QuickManua l _Member .pdf （閲覧日：令和６年10月1日）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。
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「 ３．GビズIDメンバーの利用できるサービスを選択する」を実施後に、「４．GビズIDメンバーのロ

グイン方法」の「●GビズIDマイページにログインする」の１から「● 行政システムにログインする」の3-

A又は3-Bまでを実施して、作業は完了です。

GビズIDメンバーの作成について （４／4）

出所）ＧビズＩＤ |  ご利用ガイド (gb iz- id .go . jp) ht tps : //gbiz- id .go . jp/ top/manua l/manua l .html （閲覧日：令和６年10月1日）

QuickManua l _Member .pdf  (gb iz- id .go . jp) ht tps : / /gbiz- id .go . jp/ top/manua l/pdf/QuickManua l _Member .pdf （閲覧日：令和６年10月1日）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。
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（参考）GビズIDメンバーへのアドミン権限の付与について

• GビズIDプライムがGビズIDメンバーにアドミン権限を付与することができます。

• アドミン権限が付与されたGビズIDメンバーはGビズIDプライムに代わって、GビズIDメンバーを

作成、管理することができるようになります。

• GビズIDメンバーがアドミン権限を承諾する際は、GビズIDメンバー自身はマイナンバーカードが

必要です。

• GビズID メンバーの新規作成の詳細手順は、「ＧビズＩＤ クイックマニュアル GビスIDメンバー編

ver3 2024年8月」 https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Member.pdfの「5．G

ビズIDメンバーにアドミン権限を付与する流れについて 」を参照し、「6．GビズIDメンバーにアド

ミン権限を付与する」の１から１６を実施してください。

出所）ＧビズＩＤ |  ご利用ガイド (gb iz- id .go . jp) ht tps : //gbiz- id .go . jp/ top/manua l/manua l .html （閲覧日：令和６年10月1日）

QuickManua l _Member .pdf  (gb iz- id .go . jp) ht tps : / /gbiz- id .go . jp/ top/manua l/pdf/QuickManua l _Member .pdf （閲覧日：令和６年10月1日）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。

～ ～ ～ 以下省略 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
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GビズIDに関連するよくある質問

・GビズIDに関する対応や操作方法は、 以下のGビズIDのよくある質問等をご参照ください。

https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html

出所）ＧビズＩＤ |  よくある質問 (gb iz- id .go . jp) ht tps : //gbiz- id .go . jp/top/faq/faq.html （閲覧日：令和６年10月1日）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。

～ ～ ～ 以下省略 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～


